
深谷市告示第２７１号 

 

 市有地売却について、一般競争入札を執行するので、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び深谷

市契約規則（平成２４年深谷市規則第２７号）第４条の規定に基づ

き公告する。 

 

  平成２９年９月２７日 

 

深谷市長  小 島  進     

 

１ 入札対象物件 

物件 

番号 
所在及び地番 地目 地積(㎡) 

２９ 

－８ 

原 郷 字 南 原 ２ １ ４９ 番

２ ６ 及 び ２ １ ５ ０番 ２

５ 

宅地 １８３．５９ 

２９ 

－９ 

長 在 家 字 前 天 沼 １０ ３

７番 
雑種地 １，３９０．７８ 

２９ 

－１０ 

上 柴 町 東 １ 丁 目 １６ 番

２ 
宅地 ２７６．４６ 

２９ 

－１１ 

上 柴 町 東 ７ 丁 目 １５ 番

１７ 
宅地 ２８９．７４ 

２９ 

－１２ 

東 方 町 ３ 丁 目 ３ ６ 番

４ 、 ３ ６ 番 ５ 及 び３ ６

番７ 

宅地 ６６９．６７ 

２９ 

－１３ 
東方町４丁目１０番２ 宅地 １３７．４９ 

２９ 

－１４ 

上 柴 町 東 ４ 丁 目 １８ 番

２及び１８番３ 
宅地 ５５７．６９ 

２９ 

－１５ 

長 在 家 字 長 在 家 １６ ０

２番１及び１６０３番 
宅地 １，２０６．３１ 

２９ 

－１６ 

長 在 家 字 北 立 野 ４０ ０

４番 
宅地 １，２０４．４２ 



２ 予定価格及び入札保証金 

物件 

番号 
予定価格（円） 入札保証金（円） 

２９ 

－８ 
８，１５２，０００ ８１５，２００ 

２９ 

－９ 
１０，４３１，０００ １，０４３，１００ 

２９ 

－１０ 
１０，９４８，０００ １，０９４，８００ 

２９ 

－１１ 
９，２７２，０００ ９２７，２００ 

２９ 

－１２ 
２９，６００，０００ ２，９６０，０００ 

２９ 

－１３ 
６，８４８，０００ ６８４，８００ 

２９ 

－１４ 
２８，３８７，０００ ２，８３８，７００ 

２９ 

－１５ 
１４，７１７，０００ １，４７１，７００ 

２９ 

－１６ 
８，６７２，０００ ８６７，２００ 

 ※予定価格とは、あらかじめ深谷市が定めた最低売却価格をい 

う。 

 

３ 入札手続き等 

  ヤフー株式会社が提供するインターネット公有財産売却システ

ム（以下「公有財産売却システム」という。）により行う。 

 

４ 入札参加資格 

  個人又は法人を問わず参加できるが、次のいずれかに該当する

者は、この一般競争入札に参加することができない。 

（１） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３

第１項に該当する者 

（２） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項又は第２項各号

に該当すると認められる者 



（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第２号から第６号までの規定に該当

する者 

（４） ２０歳未満の者 

（５） 日本語を完全に理解できない者 

（６） 深谷市インターネット公有財産売却ガイドライン及びYa 

hoo!オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾

せず、順守できない者 

（７） 公有財産の買受について一定の資格その他の条件を必要

とする場合で、これらの資格等を有していない者 

 

５ 入札案内書等 

平成２９年９月２７日（水）から同年１１月９日（木）までの

間の各日（ただし、深谷市の休日を定める条例（平成１８年深谷

市条例第２号）第１条第１項に規定する市の休日を除く。）にお

いて深谷市企画財政部公共施設改革推進室で配布するほか、深谷

市ホームページからダウンロードすることができる。 

 

６ 入札参加申込 

 （１） 仮申込み 

   入札参加を希望する者は、次に示す期間内に公有財産売却シ

ステムにより参加の仮申込みを行うこと。 

   平成２９年１０月２３日（月）午後１時から 

   平成２９年１１月９日（木）午後２時まで 

 （２） 本申込み 

   仮申込みを完了した後、次に示す期間内に深谷市企画財政部

公共施設改革推進室に入札参加申込書及び添付書類を提出する

こと。 

   平成２９年１０月２３日（月）午後１時から 

   平成２９年１１月９日（木）午後５時まで 



   ただし、深谷市の休日を定める条例第１条第１項に規定する

市の休日を除く。また、郵送により提出する場合は、平成２９

年１１月９日（木）までの消印があるものを有効とする。 

 

７ 入札保証金 

深谷市契約規則第５条第１項により予定価格の１００分の１０

以上納付すること。 

 

８ 入札参加資格の喪失 

  入札参加資格を有すると確認された者が、当該入札参加資格を

有すると確認された日から一般競争入札が執行されるまでの間 

に、４の（１）から（７）までのいずれかに該当したときは、当

該入札に参加することができない。 

また、提出された入札参加申込書及び添付書類に、虚偽の記載

をしたことが明らかになったときにおいても、当該入札に参加す

ることができない。 

 

９ 入札及び開札の日時及び場所 

（１） 入札期間 平成２９年１１月２４日（金）午後１時から 

平成２９年１２月１日（金）午後１時まで 

（２） 開札日時 平成２９年１２月１日（金）午後１時から 

 （３） 場所   公有財産売却システム上 

 

１０ 入札の無効 

  本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札資格の

確認について虚偽の申請を行った者並びに入札説明書に示す無効

な入札に該当する入札は無効とする。 

 

１１ 落札者の決定方法 

  開札後、予定価格以上で入札した者のうち、最高価格で入札し



た者を落札者として決定する。ただし、最高価格での入札者が２

人以上あるときは、くじ引き（自動抽選）により落札者を決定す

る。 

 

１２ 契約保証金 

  深谷市契約規則第２８条第１項により予定価格の１００分の１

０以上納付すること。 

 

１３ 契約の締結 

  落札者は平成２９年１２月２２日（金）午後５時までに契約を

締結すること。 

 

１４ 売買代金 

  市が発行する納入通知書により、平成３０年１月２６日（金）

午後３時までに納付すること。 

 

１５ 利用制限 

落札した市有地を利用するに当たって、次に掲げる用に供して

はならない。 

（１） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭

和２３年法律第１２２号）第２条第１項各号に掲げる風俗営 

業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第１３

項に規定する接客業務受託営業の用 

（２） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条

第２号に規定する暴力団（その団体の構成員等を含む。）の用 

（３） その他公序良俗又は公共の福祉に反する用 

 

１６ その他 

  この公告に定めるもののほか、本市有地売却に係る入札・契約

手続きについては、深谷市契約規則、深谷市市有地の一般競争入



札実施要領、深谷市インターネット公有財産売却ガイドライン及

びインターネット公有財産売却案内書の定めるところによる。 

 

１７ 問合せ先 

   深谷市企画財政部公共施設改革推進室 

 電話（代表）０４８－５７１－１２１１ 

（内線）１６３４・１６３５ 


